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円座の研究Ⅰ

西 岡 達 哉

木 下 祐 美

第１章　はじめに

　近年の考古学研究の特筆すべき現象のひとつとして、低湿地遺跡から出土する夥しい有機質遺物の調

査・研究の進展により、従来の土器、石器と一部の金属製品の研究に偏重しがちな研究姿勢の反省を経

て、名実ともに有機的な歴史像を描くことが可能になったことがあげられる。

　本稿で分析を試みる「円座（えんざ）」についても、その考古資料は僅かな数が管見に触れることがで

きるだけではあるが、大規模な発掘調査によって増加傾向が認められる有機質遺物の一例であることか

ら、その研究を推進することにより、生産から消費に至る歴史像を復元するのみならず、日本の物質文

化史上に位置付けることが考古学研究者の責務と考えられる。

　特に本文中に登場する香川県高松市円座町一帯（第２図）が、古代以降、とりわけ近世において「讃

岐円座」の生産地として知名度の高い地域であったにもかかわらず、現在では円座の生産が停止してか

ら相当な時間が経過するとともに、後述のとおり、その製作技術の伝承さえもが途絶したために、もは

やその事実を追検証することが困難な事態が生じており、文化財保護のみならず伝統工芸技術の保存の

側面においても憂慮すべき事態が生じている。

　そこで、本稿では讃岐円座の生産と流通の実態を物質文化史的な観点で理解することにより、上記の

課題と問題点の解決を最終目的とする考察の緒論を述べようとするものである。

第２章　研究史

　本題の前にこれまでの円座に関する

研究の成果をまとめておきたい。

　なお、円座の読み方については、「え

んざ」と「まろうざ」があるが、通常

各種の辞書、辞典類において前者が用

いられることから、それに従うことに

する。したがって、文献資料中に認め

られる「和良布太（わらふだ）」、「カマ

ウチワ」の呼称については、今日伝承

されていないことから用いない。

　さて、円座について本格的に記述さ

れた文献は、辞典類の解説文を除いて 第１図　円座



皆無に近い状態であるが、わずかに岡崎喜熊氏による『敷物の文化史』中の「『円座』と仏教文化」の項

目に記述された内容にみるべきものがあると言えよう。同書において氏は、文献資料を駆使することに

より、円座の普及時期が奈良時代後期から平安時代頃であることと、普及の要因として寺院における仏

像礼拝のための座具の需要拡大があったことを重点的に指摘した。さらに、その後のいわゆる公家と武

家社会における円座の使用実態についてまでも言及したのである。しかしながら、使用した資料が文献

資料に限定されたために、物質文化史の研究対象として理解するには至らなかった。

　ところで、香川県における研究気運が高まりをみせ始めたのは、１９８７年と１９８８年に瀬戸内海歴史民俗

資料館が実施した「香川県諸職関係民俗文化財調査」からである。同調査では、同県綾歌郡飯山町上法

軍寺在住の葛西房一氏から円座製作に関連した重要な情報が提供された。ただし、調査時点においては、

製作技術が途絶していたために、実験的に資料を蒐集することができなかったことは残念である。　

　以上が現在までの円座に関する調査・研究の成果の概略をまとめてみたものであるが、研究段階と表

現することができるまでには至っていないのは明らかである。

第３章　考古資料

　全国の遺跡から出土した円座は８個体である。奈良県平城京跡の３例、京都府長岡京跡の５例と都城

遺跡からのみ出土している点が注目できる。

　以下に個々の資料についての観察を進めるが、記述の便宜上、各資料を「平城京Ａ」～「平城京Ｃ」、

「長岡京Ａ」～「長岡京Ｅ」と呼称する。

平城京Ａ

　現在、奈良文化財研究所平城宮跡資料館に保管されている資料であり、平城京跡の第２２次調査によっ

て６AAF区OH３９の黒色粘質土中から出土した。

　資料は石膏を用いて硬化された後は洗浄以外の処理が行われていないため、１９９３年に筆者が実見した
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第２図　高松市円座町位置図（「高松南部」１：２５,０００）
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時点では、概に劣化が著しく、硬化材の石膏部分に認

められる資料の痕跡の観察により、かろうじて７周分

を確認できたのみである。したがって、詳細な編み方

について復元することは全く不可能である。

平城京Ｂ（第３図）

　平城京左京二条二坊十二坪の調査により、二条大路

の北側溝に想定される溝状遺構（SD０３-A）から出土し

た資料である。

　SD０３は維持管理のための掘り直しにより、２時期

（Ａ・Ｂ）の資料が混入したことが明らかになったが、

本資料については、Ａ期（８世紀前半頃）に埋没した

ことが判明している。

　資料は劣化が著しいもののほぼ原形を留めており、

第３図　考古資料（平城京Ｂ）

第４図　考古資料（長岡京Ａ）と出土状況実測図



直径４８㎝である。報告書によると、資料は「縄をラセン上に１３重巻いた」製品であるが、次項に明らか

にするように、現存する円座の製作方法には、第１次的な縄製品を製作した後に、第２工程としてそれ

を単純に渦巻き状に巻くことにより最終的な製品に仕上げる方法は認められない。すなわち、報告書に

記載された技法が事実であるとするならば、概に途絶した製作技法であると考えられるのである。しか

しながら、この点については、さらに詳細な資料の観察を行うとともに、現存する製作技法の蒐集作業

を進めない以上、結論を下すことは性急であろう。

平城京Ｃ

　上記の平城京Ｂとともに出土した資料であるが、未報告であるために、大きさ、形態、製作技法上の

特徴等は不明である。

長岡京Ａ（第４図）

　長岡京左京二条二坊五、六町における第１３次・７ANESH地区の溝状遺構（SD１３０１）から出土した資

料である。

　同遺構は第１期溝が埋没した後に、第２期溝が開削されており、最終的な埋没年代は後者の上層から

出土した木簡の銘により、延暦９年（７９０年）であることがわかる。資料は第２期溝中に包蔵されていた

ことから、埋没時期を同年代に比定し得る。

　同一遺構の同一土層序中から出土した編み物類としては、ムシロ１点と網代１点がある。本資料は、

そのムシロ上に密着した状態で埋没していたことが報告されている。

　資料は原形の大部分を失っているが、左巻き方向に６周分を確認することができる。残存する部分の

直径は約３０㎝である。

長岡京Ｂ（第５図）

　長岡京左京二条二坊六町の第５１次・７ANESH- ４区において、上記の溝状遺構（SD１３０１）の延長部分

から出土した資料である。

　報告書によると大きさは直径約２２㎝で、同心円状の藁が１４周分確認されている。ただし、腐食が著し

いために、詳細は不明で細部の製作技法を分析することは困難である。

－１４０－

第５図　考古資料（長岡京Ｂ）
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長岡京Ｃ

　長岡京右京三条二坊四町の柱穴（P３７０６）から出土した資料であるが、詳細は不明である。

長岡京Ｄ

　長岡京右京三条二坊の三条第二小路から出土したことが知られているが、詳細は不明である。

長岡京Ｅ

　名神高速道路拡張工事の下植野工区で採取された資料である。当該調査地域は周知の下植野南遺跡に

包括されるとともに、推定長岡京域最南端部の右京九条二坊四、五、十二、十三町に相当することが想

定されている。ただし、近年の山中章氏の説によると対象地域の大部分は京域外になる。

　さて、資料が出土した遺構は、上記工区Ａ地区で検出された古墳時代後期のSH３９５４０１と呼称される竪

穴住居跡である。同遺構はほぼ正方形の平面形態で、西側壁面の中央部に造り付けの竈が設けられてい

る。資料は東側壁面に近接した床面部分で採取されたが、竈の左右の床面直上部分には藁製と考えられ

るムシロ状の製品が確認されている。いずれも保存状態が不良で、詳細な報告がなされていないために

原形と細部の形態については判然としないが、同住居内では２種類の敷物が使用されていた可能性が指

摘できる。さらに、各々の検出位置が完全に分離されていたことは、使用方法の差異を示唆するものと

考えられる。

　本資料については、１９９４年１２月１６日の毎日新聞朝刊に掲載された記事から、直径約２０㎝の藁製品であ

ることがわかる。

第４章　文献資料

　円座に関する文字資料は、前記の岡崎氏の著書に集成されたものだけでも３０例がある。したがって、

全国には相当数の資料が潜在すると考えられるが、それらのすべてに目を通すことは困難である。そこ

で、刊行物によって古代から中世にかけての讃岐円座の歴史像を確認しておきたい。

『延喜式』

　延長５年（９２７年）に完成した讃岐国の円座に関する資料として最古の文献である。

　巻二十三民部下の「交易雑物」の項目の中に旧讃岐国が中央政府に貢進した物品の記載があり、「讃岐

国・・・菅圓座四十枚、・・・隔三年進」の記述から４年に１度の割合で、円座４０枚を政府に貢納してい

たことがわかる。国衙による１年間の調達数が１０枚程度である事実は、当時の生産活動が本格化してい

ない段階にあった可能性がある。

『玉蕊』

　承久２年（１２２０年）１１月１５日の皇太子（仲恭天皇）の３歳の着袴の儀に際して、諸国から織物等が送

られたが、そのうち讃岐国からは「圓座三十枚」が送られたことがわかる。この時代には朝廷の重要儀

式の際には、讃岐国から円座が貢納されることが恒常化していたと思われる。

　また、１儀式につき３０枚もの需要があったことから、他の儀式を含めると貢納された円座全体の数は

かなり多かったことが想像される。

『民経記』

　寛喜３年（１２３１年）１０月９日の伊勢国へ公卿勅使を派遣する日に、清涼殿、石灰の間（伊勢大神宮内

侍所を拝する所）の弘長筵を新調して、讃岐国から召した「厚圓座・・・一枚」が天皇の御座として使
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第６図　文献資料１
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第７図　文献資料２
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用されたことと、「母屋南第二間」でも「関白御座」として円座が使用されたことがわかる。これらのこ

とから讃岐国産の円座が朝廷の公式行事の必需品であった可能性が高いと考えられる。

『石清水臨時祭之記』

　暦應３年（１３４０年）に書かれた、毎年３月に行われる石清水臨時祭に関する奉書案と注進状案である。

注進状には調進物やその用途について書かれており、その中で「讃岐国圓座保」が円座を準備すること

が記されている。

　また奉書案は、その圓座保役を務める沙汰であり、「任例・・・」の記述からこの保役が定着していた

ことが予想される。

『夕拝備急至要抄』

　康応元年（１３８９年）の正月の宮廷行事についての詳細であり、「供御薬」の中で掃部寮が陪膳女房、薬

頭、後取用に菅円座を準備することと、円座は讃岐国の圓座保から召されたことがわかる。文末の「天

気」の意味から、内容が「綸旨」によるものの可能性があるため、記載内容は天皇の意向を反映したも

のと考えられる。すなわち、正月の宮廷行事に讃岐国産の円座を使用することは勅命であったというこ

とである。

　『玉蕊』、『民経記』、『夕拝備急要抄』はいずれも公卿が公事を記述したものであり、後の儀式での参考

にするために、作法の基準として書き残したものである。その中で「讃岐国圓座」の記述が度々見られ

ることは、円座の公事での使用が定着していたことが考えられる。

『看聞御記』

　応永３１年（１４２５年）５月８日に大光明寺長老から讃岐円座１０枚が献上されており、「不思寄芳志為悦」か

ら円座の献上が悦ばれるものであったことがわかる。

『大乗院寺社雑記』

　延徳３年（１４９０年）３月７日の興福寺大乗院の寺務領である「讃州藤原庄」についての記述である。

藤原庄の田地は７７丁余りあり、その年貢として１０貫と円座３０枚を請求しているが、何らかの「乱」のた

めに納期になっても領主のもとに到着しなかったことがわかる。

　当時の領主は領地の特産物の物納を要求していたが、これは特産物を中央で販売することで多大な利
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第８図　文献資料３
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益を得るためである。すなわち、大乗院も円座の売却により利益を得ていたことが考えられる。

　この日記からは年貢の到着を待ち望んでいるようにうかがえ、品物の品質についても限定しているこ

とから、領地から到来する円座は見逃せない収入源であったことが想像される。

　この資料からは、１４世紀までの宮廷行事の必需品から高額の換金商品へと変化を遂げた讃岐円座の歴

史像が見られる点で興味深い。

第５章　製作技法復元の試み

　考古資料の大部分が原形を失っていることと、劣化のために実見調査を困難にしている事実について

は既に述べたとおりである。

　したがって、物質資料にもとづく製作技法の復元のためには、現存する技術の分析を行い、不変的な

要素を抽出することにより、原初形態を類推する方法を採用しなければならない。

　以下に実地調査を行った広島県福山市柳津町「久万商店」の事例と、瀬戸内海歴史民俗資料館による

「香川県諸職関係民俗文化財調査」の成果を紹介して、上記作業推進のための原動力とする。

「久万商店」柳田　緑、横山　豊両氏の話

　同商店は、明治元年に柳田岩太氏が創業し、現在の柳田緑氏で４代目である。実際に柳田緑、横山豊

両氏から話を聞く機会に恵まれたため、参考になる点を若干の所見を加えて紹介したい。

　まず現存する円座の形態には、中心部から放射状に編目が形成される「とび円座」と、編目が渦巻状

を呈する「うず円座」の２種類（第９図）があることが従前から知られていたが、考古資料の分析結果

からは前者を確認することはできなかった。ところが、絵

画資料中にはその存在を示唆する資料を見出し得るとい

う事実があった。この点について両氏は、「とび円座」の開

発は、明治時代の終わり頃に天理教団の祭礼時における

「うず円座」の長時間の使用による足の疲れの解消を目的

として、教団からの要請に応えて初代岩太氏が主導して製

作が始まったという伝聞を教示された。この伝聞が確実

ならば、考古資料中に認められないことは当然のこととし

て、絵画資料中に認められる類似資料（第１０図）について

も疑問視しなければならなくなる。

　次に現在使用されている原材料については、「六藺（ろく

い）」と呼ばれる藺草が主流であり、その原因として、藁

は滑りが悪いためであることを教示された。ただし、原材

料が藁から藺草に変化した時期についての明確な記録は

残されていないということである。考古資料の大部分が

藁製品として報告されていることを考えると、自然科学的

な成分分析によって藺草の存否の確認も必要になるであ

ろう。

　さらに現在生産されている「うず円座」には、「直径１ 第９図　「とび円座」と「うず円座」



尺９寸（約５８㎝）」で「７巻半」の製品と、「直径

１尺８寸（約５５㎝）」で「１３巻」の製品の２種類

があり、いずれも１点につき約１日の工程で生産

が可能であることを教示された。この大きさに

ついての教示は、考古資料の原形を知る上できわ

めて貴重である。

　また使用される道具は、農具としての草刈り鎌

のみであり、刃部だけでなく、柄部を含む全体を

利用することにより巧妙に製作するとのことで

ある。すなわち、円座の生産に際して何ら特殊な

道具が使用されないことは、製品そのものが出土しない以上、その存在を知る手がかりはないことにな

る。

　なお、生産者の大部分は昭和以前の生年の女性であることから、高齢者層によって技術が伝承されて

いることについても教示が得られた。

「香川県諸職関係民俗文化財調査」の成果から

　同調査における円座製作（円座師）に関する聞き取り調査は、昭和６３年６月から１０月までの期間で、

当時の瀬戸内海歴史民俗資料館専門職員唐木裕志氏によって、香川県綾歌郡飯山町上法軍寺在住の葛西

房一氏を話者として行われた。製作技術を直接的に継承していたのは同氏の長兄であったが、長兄が早

逝したために、房一氏以外に製作技術の記憶を留める人物は存在していなかったのである。

　調査によって、判明した事実を調査票から抜粋する。

　第一は、製作技術が長兄のみに伝承される一子相伝を慣習としていたために、長兄逝去後は後継者が

不在の事態が発生した点である。この慣習については、増田休意の『三代物語』に「・・・其工只一人、

其制秘伝一子最所珍而名干天下故以為貢。・・・」の記述が見られる。

　第二は、原材料には菅が使用され、補助材料として木綿製のジャバラとタコ釣り糸が使用されていた

点である。菅は現在の大阪府東大阪市布施周辺地域において産出したものを仲介業者から購入していた

とのことである。

第６章　おわりに

　研究の第一歩として、考古資料ならびに文献資料の蒐集と、現存する製作技法の確認に着手した。そ

の結果、予想以上に資料が存在することや技術が伝承されていることを知り、円座の物質文化史的な位

置や讃岐円座の流通の実態等が断片的に見え始めたように感じている。

　しかしながら、本稿で扱ったものは比較的容易に実見することができるものばかりで、実際には人知

れず埋もれたままになっている資料等がまだまだ数多く存在することが想像される。今回全く手を付け

ることができなかった絵画資料や民具資料等はその最たるものであろう。

　今後も引き続きこれらの未調査資料の究明を進めるとともに、未発見資料と製作技法の発掘を行い、

一日も早く冒頭に掲げた課題と問題点を解決したいと思う。

　また、この研究が高松市円座町を中心として香川県全体の伝統文化の振興に寄与することができるな
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第１０図　絵画資料に見る「とび円座」（『慕帰絵詞』）
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らば幸運と考える。

　なお本稿は、第４章を木下が、それ以外を西岡が執筆した。総括的な文責は西岡が負うものである。

　最後になりましたが、本稿の執筆に当り、名古屋大学名誉教授渡辺誠先生には資料蒐集の便宜を図っ

ていただくとともに、数え切れないほどの励ましをいただきました。また、財団法人香川県埋蔵文化財

調査センターの諸氏からは種々のご教示をいただきました。皆様に深くお礼申し上げます。

　また、その他にお世話になった方々については以下に明記してお礼申し上げます。

　元奈良国立文化財研究所　工楽善通、奈良文化財研究所　小池伸彦、京都府埋蔵文化財調査研究セン

ター　藤井　整、向日市埋蔵文化財センター　國下多美樹、久万商店　柳田　緑　横山　豊、高松西高

等学校　野中寛文、奈良文化財研究所、向日市文化資料館
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円座の研究Ⅰ
西岡達哉・木下祐美

　現在の香川県高松市円座町一帯は、古代から近世まで円座の生産地として隆盛を誇った地域である。

　ところが、近代以降の急速な工業化の中で生産が中止されるとともに、製造技術そのものが継承され

なくなったために、将来にわたって物質文化史的な意義が明らかにできないことや伝統工芸技術の恒久

的な保存が不可能になることなどの憂慮すべき事態にあった。

　そこで、考古資料と文献資料の収集と現存する技術者からの情報収集などを通じて、上記の問題解決

を図ろうとするのが本稿の趣旨である。

　本稿では、円座が古代の都城遺跡で出土することから、宮廷儀式の必需品として普及し、中世後半頃

には高額で取引されたブランド品に変化したことなどの歴史像と、絵画資料と聞き取り調査結果の対比

から、形態上の問題点が明らかになったことなどについて記述した。

Study On Straw Mattress I
Tatsuya Nishioka・Yumi Kinoshita

　　The current area of Enza County, Takamatsu City, Kagawa Prefecture is famous as the production center of 

straw mattress in the period between ancient time and modern times.

　　However, accompanying with the production stop during the rapid industrialization after modern times, the 

production technology were not succeeded, therefore it shall be worried that the significance of material culture 

history can not be elucidated and that the traditional craft skills can not be protected as well.

　　So the object of this article is to resolve the above-mentioned problems by means of collecting the 

archaeological evidence and documentary record and collecting the information from current technical experts.

　　This article described the process that morphological problem became clear by means of the study on the 

excavation of straw mattress from the city ruins and by means of the comparison with the investigation report, 

pictorial documents and historical portrait describing that the straw mattress prevailed as necessary items for court 

ritual and changed to brand goods which were traded with high price in the latter of middle ages.
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